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平成２５年５月７日 

お客さま各位 

株式会社山梨中央銀行 

 

山梨中銀外為Ｗｅｂ 一部システム変更のお知らせ 

 

平素は山梨中銀外為Ｗｅｂをご利用いただきありがとうございます。 

本サービスの機能を下記のとおり一部変更しますのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．変更日 

  平成２５年５月２７日（月） 

  

２．変更点 

（１）各種取引依頼確認画面の確認文言追加について 

外国送金・輸入信用状開設・輸入信用状条件変更の各取引依頼確認画面に、確認文言、お

よび確認チェックボックスを追加します。システム変更後は、取引依頼時に確認チェックボ

ックスへのチェック操作が必要となります。 

内容をご確認の上、チェックボックスにチェックをして取引依頼をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）入力項目ツールチップ内容について 

外国送金・輸入信用状開設・輸入信用状条件変更の依頼・修正・データテンプレートメン

テナンス画面において、入力フィールドにマウスカーソルを移動させた場合、入力可能な文

字種類、文字桁数、送信条件等を吹き出しで表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取引依頼時に、チェックボックスへのチェック操作が必要となります。 

外国送金依頼確認画面 

 
入力可能な文字種類、桁数、および送信条件を表示 

外国送金依頼画面 
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（３）国名選択用ヘルプウィンドウの追加について 

外国送金依頼画面における受取人金融機関の支店所在国名欄に、国名選択用ヘルプウィン

ドウを追加いたします。 

また、従来の国コードヘルプウィンドウでは全ての国名をアルファベット順で表示してい

ましたが、使用頻度の高い国名を上段に追加表示するよう改善します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）輸入信用状原産地欄の表示位置変更について 

輸入信用状開設、輸入信用状条件変更において原産地欄の表示位置を変更します。現在、

信用状条件の一部と受け取れる場所に表示していますが、信用状条件の枠外に移動します。

システム変更後、当該項目は信用状条件としてではなく、当行にて原産地を確認させていた

だく目的で利用させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上段に、よく使われる国名を表示します。 

下段に、従来通りアルファベット順に表示します。 

国名ヘルプウィンドウ 

輸入信用状開設依頼画面 （現在） 

 

輸入信用状開設依頼画面 （変更後） 
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（５）各種取引依頼データ 保存期間の延長について 

各種取引依頼データの保存期間を変更し、過去１年分（外貨預金入出金明細は３ヶ月分）

を照会できるようにします。 

 

＜ご留意事項＞ 

現状は「差戻し」「入力中」「返却」ステータスの取引は保存期間経過後も照会できますが、

システム変更後は保存期間が経過した取引はステータスに関わらず照会できなくなります。

また、各取引日が平成２４年９月末日以前の取引は、システム変更時点で既に保存期間が経

過しているため照会できませんのでご了承願います。 

 

※ 各取引の削除条件 

業務 削除条件 削除時期 

外国送金 「送金指定日」≦  取引削除実行日の１年前 ３月末、及び、 

９月末 輸入信用状 開設・条件変更 「有効期限」 ≦  取引削除実行日の１年前 

 

３．その他 

  改定内容を反映した操作マニュアルについては、弊行のＨＰへ５月中旬に掲出いたします。 

 

以 上 

【お問合せ先】 

    山梨中央銀行 営業統括部国際業務室 山梨中銀外為Ｗｅｂ担当 

    電話番号   ０５５－２２４－１１８３ 

  【受付時間】   月～金曜日 ９：００～１７：００ 

           （ただし、祝日・１２／３１～１／３は除きます。） 

 

 
 

 

 
 

輸入信用状開設依頼確認画面 （現在） 

 

輸入信用状開設依頼確認画面 （変更後） 

 


